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川越市社会福祉協議会サー
ビス券の二重発行について

福祉推進課・℡224－5769
市は４月15日に、社会福祉法人川越市社会福祉協議会

から、在宅福祉サービス事業（かわごえ友愛センター事業）

のサービス券（以下「券」）約80万円分が二重発行された

事件について、川越警察署に同日付けで被害届を提出した

との報告を受けました。

同協議会の在宅福祉事業は、日常生活上の援助を必要と

する方が券を事前に購入し、サービス提供者（協力会員）

に券を渡すことで援助を受ける仕組みです。その後、協力

会員は、同協議会からサービス時間に応じた金額を、券と

引き替えに受け取ります。

同協議会で平成19年４月から、券の販売記録と使用済

み券の照合を始めたところ、昨年１月に販売記録のない重

複した発行番号の付いた使用済み券を発見しました。その

後も引き続き照合作業を行うとともに、職員への事情聴取

など内部調査を実施しました。しかし、原因を特定するに

至らず、不正二重発行による金銭的被害が確認されたため、

警察に被害届を提出したものです。

市では、当面警察の捜査状況を見守ってまいりますが、

同協議会に随時報告を求め、必要に応じて指導・監督をし

てまいります。

また、外郭団体も含め、現金などを取り扱っている部署

に対して厳正な管理と報告を求め、類似事故の防止に努め

てまいります。

転
す
る
場
合
は
「
常
時
介
護
証

明
書
」

問
い
合
わ
せ
…
市
民
税
課
税
制
担

当
・
℡
２
２
４-

５
６
３
７

事
業
主
に
定
期
健
康

診
断
受
診
料
の
一
部
を

補
助
し
ま
す

市
で
は
、
従
業
員
の
定
期
健
康

診
断
を
実
施
し
て
い
る
事
業
主

に
、
受
診
料
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。
定
期
健
康
診
断
は
、
労

働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
ら
れ
、

す
べ
て
の
事
業
主
に
実
施
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

補
助
対
象
と
な
る
事
業
主
（
次
の

す
べ
て
に
該
当
）

①
市
内
の
事
業
所
で
常
時
雇
用
従

業
員
が
三
十
人
以
下

②
今
後
も
継
続
的
に
定
期
健
康
診

断
を
実
施
す
る

③
納
期
到
来
の
市
税
を
完
納
し
て

い
る

補
助
額
…
従
業
員
一
人
当
た
り
受

診
料
の
30
パ
ー
セ
ン
ト
（
最
高

三
千
円
）

＊
補
助
金
は
、
年
一
回
、
通
算
三

回
ま
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
緊
急
地
域
経
済
対

策
室
・
℡
２
２
４-

６
１
９
１

限
は
、
６
月
１
日
席
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
と
共
に
、
課
税
資
産

（
土
地
・
家
屋
）
明
細
書
が
つ
づ

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

土
地
・
家
屋
の
筆
数
・
棟
数
が

多
い
場
合
は
、
明
細
書
が
別
紙
で

同
封
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
＝
資

産
税
課
管
理
担
当

℡
２
２
４-

５
６
４
２

納
税
通
知
書
を

発
送
し
ま
し
た

平
成
21
年
度
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
を
５
月
８
日
に
発
送
し

ま
し
た
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
軽
自

動
車
税
は
、
同
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

第
一
期
分
と
軽
自
動
車
税
の
納
期

軽
自
動
車
税
＝
市
民
税
課
税
制
担

当
・
℡
２
２
４-

５
６
３
７

固
定
資
産
税
な
ど
を

減
免
し
ま
す

火
災
な
ど
に
あ
わ
れ
た
方
の
減
免

火
災
な
ど
で
損
害
を
受
け
た
家

屋
の
、
納
期
が
到
来
し
て
い
な
い

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
家

屋
分
の
み
）
が
減
免
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
消
防
局
予
防
課
が

発
行
す
る
「
り
災
証
明
書
」
を
添

え
て
、
資
産
税
課
（
本
庁
舎
二
階
）

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
資
産
税
課
管
理
担

当
・
℡
２
２
４-

５
６
４
２

心
身
に
障
害
が
あ
る
方

の
軽
自
動
車
税
を

減
免
し
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
を
持
つ
方
の
う

ち
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方

の
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
り
ま

す
（
要
申
請
）。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
手
帳
を
持
つ
方
と
生
計
を
同
一

に
す
る
方
が
所
有
す
る
車
を
、
手

帳
を
持
つ
方
の
た
め
に
専
ら
運
転

す
る
場
合
も
、減
免
の
対
象
で
す
。

な
お
、
昨
年
に
引
き
続
き
減
免

の
申
請
を
す
る
方
は
、
郵
送
で
の

申
請
が
可
能
で
す
。

申
請
受
け
付
け

５
月
25
日
席
ま
で
に
市
民
税
課

（
本
庁
舎
二
階
）。

必
要
書
類

●
平
成
21
年
度
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書

●
運
転
免
許
証

●
各
手
帳

●
各
手
帳
を
持
つ
方
の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
の
方
が
所
有
す
る

車
を
、
常
時
介
護
す
る
方
が
運
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５
月
31
日
隻
は

ご
み
ゼ
ロ
運
動

ご
み
ゼ
ロ
運
動
は
、
道
路
や
公

園
な
ど
の
公
共
の
場
に
散
乱
し
て

い
る
ご
み
や
空
き
缶
を
拾
い
、
清

潔
な
環
境
を
保
ち
、
美
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
す
る
た
め
の
運
動
で

す
。ご

み
ゼ
ロ
運
動
は
、
家
庭
の
ご

み
や
粗
大
ご
み
を
回
収
す
る
日
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
日
は
収
集
車

両
が
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

環
境
美
化
活
動
へ
の
支
援

市
で
は
、
ご
み
ゼ
ロ
運
動
の
日

以
外
に
地
域
の
清
掃
活
動
を
行
う

団
体
に
対
し
、
ご
み
袋
の
支
給
や

ご
み
挟
み
・
啓
発
用
ベ
ス
ト
・
リ

ヤ
カ
ー
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
県
で
は
、
道
路
の
清
掃

活
動
を
支
援
す
る
「
彩
の
国
ロ
ー

ド
サ
ポ
ー
ト
」、
河
川
の
清
掃
活

動
を
支
援
す
る
「
水
辺
の
里
親
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
ご
み
ゼ
ロ
運
動
・

環
境
美
化
活
動
支
援
制
度
＝
資

源
循
環
推
進
課

算
し
て
付
加
年
金
保
険
料
（
月
額

四
百
円
）
を
納
め
る
と
、
老
齢
基

礎
年
金
に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ

ま
す
。

対
象
…
第
一
号
被
保
険
者
（
65
歳

ま
で
の
任
意
加
入
被
保
険
者
を

含
む
）

＊
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
て

い
る
方
や
国
民
年
金
基
金
に
加
入

し
て
い
る
方
は
、
付
加
年
金
保
険

料
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

支
給
さ
れ
る
付
加
年
金
額（
年
額
）

二
百
円
×
付
加
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
月
数

＊
四
十
年
間
、
国
民
年
金
保
険
料

と
付
加
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
、
老
齢
基
礎
年
金
七
十
九
万

二
千
百
円
（
平
成
21
年
度
の
額
）

に
、
付
加
年
金
額
二
百
円
×
四
百

八
十
月
を
加
え
た
、
八
十
八
万
八

千
百
円
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

納
付
開
始
…
加
入
申
し
込
み
月
か

ら
納
付
で
き
ま
す
（
さ
か
の
ぼ

っ
て
の
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
）

申
し
込
み
…
年
金
手
帳
・
印
鑑
を

持
参
し
、
市
民
課
（
本
庁
舎
一

階
）
・
出
張
所
・
連
絡
所

問
い
合
わ
せ
…
市
民
課
国
民
年
金

担
当
・
℡
２
２
４-

５
７
６
４

℡
２
２
４-

５
９
０
８

彩
の
国
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
・
水
辺

の
里
親
制
度
＝
川
越
県
土
整
備

事
務
所

℡
２
４
３-

２
０
２
０

付
加
年
金
で

年
金
を
増
や
せ
ま
す

付
加
年
金
保
険
料
は
、
国
民
年

金
第
一
号
被
保
険
者
（
農
業
・
自

営
業
・
学
生
な
ど
）
に
対
す
る
国

民
年
金
制
度
独
自
の
上
乗
せ
の
年

金
で
す
。

定
額
の
国
民
年
金
保
険
料
に
加

私
は
横
浜
市
立
も
え
ぎ
の
小

学
校
５
年
の
大お

お

森も
り

麦む
ぎ

穂ほ

で

す
。
去
年
の
夏
休
み
、
川
越
の
菓

子
屋
横よ

こ

丁
ち
ょ
う

に
行
き
ま
し
た
。
帰

り
道
に
時
の
鐘
を
見
て
、
一
歩
も

動
け
な
く
な
る
ほ
ど
感
動
し
ま
し

た
。
絵
に
描
き
、
美
術
館
の
児
童

作
品
展
に
出
品
し
、
神
奈
川
県
教

育
長
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

川
越
は
、
古
い
町
並
み
と
不
思

議
な
形
の
街
灯
と
色
と
り
ど
り
の

は
た
が
、
印
象
的
で
し
た
。
私
の

絵
で
伝
わ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て

描
き
ま
し
た
。楽
し
か
っ
た
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
森
麦
穂
（
横
浜
市
）

■
広
報
川
越
か
ら

川
越
を
訪
れ
た
小
さ
な
旅
人
か

ら
、
う
れ
し
い
お
便
り
が
届
き
ま

し
た
。
絵
の
題
材
に
な
っ
た
時
の

鐘
は
、
現
在
四
代
目
。
明
治
26
年

（
一
八
九
三
）
の
川
越
大
火
で
焼

け
た
あ
と
、
川
越
の
商
人
は
み
ず

か
ら
の
店
を
再
建
す
る
前
に
、
い

ち
早
く
立
て
直
し
ま
し
た
。
そ
の

心
意
気
が
大
森
さ
ん
に
伝
わ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
写
真
の
絵
か
ら
は

力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
お
便

り
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

あ
て
先
＝
〒
３
５
０-

８
６
０
１
川
越
市
役
所
広
報
室
「
デ
ュ
エ
ッ
ト
係
」
▼
フ
ァ
ク

ス
＝
２
２
５-

２
１
７
１
▼
Ｅ
メ
ー
ル
＝ko

h
o
@
city.kaw

ag
o
e
.saitam

a.jp

＊
必
ず
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

＊
匿
名
・
ペ
ン
ネ
ー
ム
希
望
の
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

Duet

デ
ュ
エ
ッ
ト

広
報
川
越
へ
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を

紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す


